
           【まちづくり方針】                       【地域別構想（地域別の総合的な取り組み）】        
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目標１ 
歴史や文化を

活かし､多世

代が気軽に集

まって交流す

る回遊型のま

ちなかづくり 

目標２ 
地域の絆を感

じながら、安心

して暮らし続け

ることのできる

居住地づくり 

目標３ 
都市機能の利

用を円滑にする 
持続的な移動 
ネットワーク 
づくり 

目標４ 
農林水産業の

振興や都市･

地域の健全な

発展を促す

“適材適所” 
の土地利用の

実現 
 

＜ﾃｰﾏ＞ ＜基本目標＞＜将来都市構造＞                    

檜山管内の生活 
サービスの拠点、 
ネットワーク 

道南圏日本海側 
の観光・交流拠

点 

町内の中核的な
サービス機能 
ネットワーク 

 
町民が憩える 
交流拠点 

身近な環境で 
支え合い 

豊かに暮らせる 
拠点・ネットワー

ク 
づくり 

都市計画による 
取り組み(中長期・官主導) 

立地適正化計画による 
取り組み（短中期・官民連携） 

〇土地利用  
 ・拠点整備に応じた地域地区
の変更        
 
○道路・交通 市街地内幹
線道路 
 の整備、道路空間の利活用 

 
〇水・みどり        
〇供給・処理施設  
 
〇防災まちづくり 

＜実現に向けた方策＞

 
 
 
 
 
〇絆、人の繋がり 
 を大事にした 
  まちづくり 
 （協働・参加体制） 
 
・担い手確保・人材・ 
 コミュニティ育成 
 
・多様な主体・分野の 
 温暖的な連携 
 
・創意工夫による 
 土地・建物ストック 
 活用 
 
 

 
 
〇まちづくりの 
   進捗管理 
(PDCA､数値目標） 

 
 
〇計画の 
   見直しについて 

〇都市機能誘導区域指定 
 ・上町の商店街／・下町の商店街 

 ・かもめ島入口付近 

○誘導施設の設定 
 ・商業店舗／・１次医療施設 
 ・文化・行政の中核施設(役場、図書館､ 

  文化会館､図書館､追分会館・山車会館） 

○誘導施策 
 ・誘導施設整備の支援制度活用 
  （都市機能立地支援事業、都市再構 

    築戦略事業 など） 

 ・区域外の誘導施設整備の届出 
 ・区域内の誘導施設休廃止の届出 

＜“エエ町・江差”のこだわり＞ 
・江差の自然・歴史環境を活かしたまちづくりの“作法” 
・江差の人々の絆・繋がり、季節ごとの生活リズム（祭りなど）を活かして“古くて新しいまち”としての新たな視点 

■地域別構想の考え方（計画の構成より） 

広域・都市

レベル 

市街地レベル 

地域・ｺﾐｭﾆﾃｨ 
ﾚﾍﾞﾙ 

その他法令・施策による取り
組み（短中期・官民連携） 

〇都市公園の利活用 

 ・運動公園 

 ・松の岱公園 

〇土地利用  
・歴史的な資源を活かした良好 

 な住環境の保全        
○道路・交通 生活道路の利 

 活用 

・安全確保 
〇水・みどり 身近な公園の維 

  持・活用        

〇供給・処理施設  
 水洗化促進 

〇居住誘導区域指定 
 ・災害危険区域の除外 

○誘導施策  

・区域外の一定規模の住宅建設の 
  届出 

〇広域移動ネットワーク 

 ・函館江差自動車道・江差ICの整 

  備促進 

〇森林の保全・利活用 

 ・町民の森、古事の森 

〇景観まちづくり 

 ・歴史的風致維持向上計画検討 

〇かもめ島周辺観光交流拠点 

 ・北の江の島構想・基本計画 

〇土地利用  
・生活利便機能の維持 
・白地地域の特定用途制限

地域の検討        

【拠点・商業地・港湾】 

【住宅地等】 
〇防災まちづくり 

 ・避難所・避難路の確保 

 ・防災備蓄、自主防災活動 
 ・公園の防災拠点化 
  ‘松の岱公園、運動公園？） 

〇駐車場適正配置 
 ・災害危険区域の除外 

〇賑わいづくりの社会実験 

 ・オープンカフェ 
 ・子どもの遊び場 
 ・道路空間の活用 

〇景観まちづくり 

 ・田園景観の保全 

 ・屋外広告物景観の配慮 

【江差市街地】 

〇スポンジ化対策 
 ・災害危険区域の除外 

【北部・日明エリア】 
〇公共交通・移動サービス 

 ・地域公共交通網形成計画 

〇空き地・空き家リノベーション 

 ・身近な拠点・居場所づくり 

 ・江光ビル跡地活用 

分 

野 

別 

構 

想 
 

資料２ 



【土地利用】

・港湾地区の人流・物流拠点

　として機能維持・増進

【土地利用】

東山地区の既存の業務地の

操業環境の維持

【土地利用】

・道の駅機能、遊び場機能など町

　民や観光客の交流を想定した、

　開　陽丸・マリーナエリアの形成

【土地利用】

・交流拠点にふさわしい

　サービス機能を想定した

　土地利用

【公園・緑地】

・景勝・史跡などの自然環境や

　歴史文化などの既存資源を活用

　した、かもめ島周辺の整備

・かもめ島の環境保全

【道路・交通】

・北の江の島整備に伴う

　かもめ島へのアクセス改善検討

・町内外からかもめ島や街なかを

　訪れる人の交通結節機能の確保

【土地利用・景観】

・いにしえ街道～愛宕町の、

　歩きたくなる街並みの魅力向上

【公園・緑地】

・豊部内川の河川環境保全

・えぞだて公園の維持・活用

【土地利用】

・拠点エリア内に必要な生活利便施

　設等の機能誘導 (立地適正化計画 )

【道路・交通】

・商店街の道路空間を歩行者優先、賑わいの
　場として活用を検討（社会実験など）

【公園・緑地】

・松の岱公園の有効活用

【防災まちづくり】

・津波時の高台への

　避難経路の確保

【土地利用】

・旧江光ビル跡における

　交流機能確保の検討

【土地利用】

・旧江差駅跡の、集合住宅による

　良好な住環境の確保

【防災まちづくり】

・住宅地における急傾斜地

　の危険防止対策

【防災まちづくり】

・津波時の高台への
　避難経路の確保

【防災まちづくり】

・文化会館・消防署エリアを中心

　とした防災拠点機能の維持・充実
【景観まちづくり】

・海岸町からの眺望の保全
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【公園・緑地】

・九艘川公園の風致の維持
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凡　例

拠点

住宅地

商業地

工業地

上町賑わい中心拠点

下町交流・サービス拠点

かもめ島周辺観光・交流拠点

高度利用住宅地

一般住宅地

専用住宅地

一般工業地

専用工業地

沿道・地域商業業務地

中心商業業務地



【公園・緑地】

・公式記録用の陸上競技場を備え

　た、江差町運動公園の利活用

　

【公園・緑地】

・五勝手川の河川環境保全

・護岸や防護柵等の整備、維持管理

【土地利用】

・砂川地区の既存製造業・業務機能

　の操業環境の維持

【防災まちづくり】

・津波時の高台への避難経路

　の確保
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凡　例

拠点

住宅地

商業地

工業地

上町賑わい中心拠点

下町交流・サービス拠点

かもめ島周辺観光・交流拠点

高度利用住宅地

一般住宅地

専用住宅地

一般工業地

専用工業地

沿道・地域商業業務地

中心商業業務地



凡　例

　　　都市機能誘導区域（暫定案）

　　　居住誘導区域（暫定案）

　　　土砂災害等の特別警戒区域
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※南埠頭用地については、
　居住誘導区域・都市機能
　誘導区域指定のための、
　港湾地区の指定解除を検討

���

※山側の通り沿いに集積する
　住宅地については、都市機
　能誘導区域から概ね 500ｍ
　の距離にあることから、居
　住誘導区域への編入を検討

※土砂災害の特別警戒区域に指定
　されている住宅地については、
　居住誘導区域から除外

※土砂災害の特別警戒区域に指定
　されている住宅地については、
　居住誘導区域から除外

※具体の区域界は、用途地域界、道路中心、地番界及びそれら

　境界の見通し線で設定する。



凡　例

　　　都市機能誘導区域（暫定案）

　　　居住誘導区域（暫定案）

　　　土砂災害等の特別警戒区域
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※具体の区域界は、用途地域界、道路中心、地番界及びそれら

　境界の見通し線で設定する。
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